
随意契約結果書

物品等の名称及び
数量

令和４年度鶴見川流域対策広域連携支援業務

契約担当官等の氏
名並びに所属する
部局の名称及び所
在地

契約担当官：分任支出負担行為担当官関東地方整備局
　　　　　　京浜河川事務所長　竹田 正彦
部　局　名：国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所
所　在　地：横浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１

契約締結日 令和4年4月8日

契約の相手方の
氏名及び住所

特定非営利活動法人鶴見川流域ネットワーキング
神奈川県横浜市港北区綱島西２－１９－１
レーベンス綱島西Ⅱ－Ａ

　契約金額

（消費税及び地方
消費税含む）

　予定価格

（消費税及び地方
消費税含む）

・本業務は、鶴見川流域の治水、水環境、自然、防災、水辺ふれ
あいを実現し、健全な水循環系を構築するために策定された「鶴
見川流域水マスタープラン」（以下「水マス」という。）を推進
するために行うものである。本業務では、流域における水マスの
目標に合致した活動団体等として認定されている「水マス推進サ
ポーター」（以下「サポーター」という。）同士及び、鶴見川流
域水協議会の各自治体とサポーターの意見交換、活動交流、相互
支援等の機会を提供することにより、サポーターの活動内容の拡
大と、更に広く流域の市民、市民団体、企業等の意識を掘り起こ
し、流域貢献活動へ誘導することを目的とするものである。
　本業務を遂行するためには、高度な企画力を必要とすることか
ら、業務に対する実施方針・実施フロー・工程表、特定テーマに
対する企画提案を求め、企画競争により選定を行った。
　特定非営利活動法人鶴見川流域ネットワーキングは、企画提案
書をふまえ当該業務を実施するのに適切と認められたため、上記
業者と契約を行うものである。

適用法令　会計法第２９条の３第４項
　　　　　予決令第１０２条の４第３号

備　　　　考

¥7,370,000

¥7,711,000

随意契約によるこ
ととした理由


